
中野区地域支えあい推進部
地域包括ケア推進課　在宅サービス係

電話:03-3228-5632
FAX:03-3228-5620

メールアドレス：houkatukea@city.tokyo-nakano.lg.jp

＜１．おむつサービスの種類＞

　　　　　　　　　　　・ パンフレットに掲載された製品ごとに計算した点数の合計が
６０点以内になるように選択します。

　　　　　　　　　　　・ ６０点以内であれば何種類でも選択可能です。
　　　　　　　　　　　・ 月１回（毎月7～１０日）、事業者がおむつを配送します。

　　　　　　　　　　　・ 3か月ごとに、区から受給者の口座に助成金を振込みます。
　 　　　　　　　　　　　（※）サービス開始前および退院日以降に使用（購入）した分は対象外です。

・ 各月、二つのサービスのうち、どちらか一つのみを給付します。
　 同一の月に、両方の給付はできません。
・ 締切日までの申請について、受給決定の後、翌月分からサービス開始となります。
　＜６．申請の締切日＞を参照ください。
・ 受給決定した後、サービスの変更が可能です。

＜２．対象者＞

■ 共通の要件

　 (※)失禁状態が昼も夜も続き、一日中おむつをつけている状態です。
　　　　念のためつけている状態や夜のみつけている状態は対象となりません。
・ 介護保険施設（介護医療院、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム）に入所中でないこと
・ 障害者支援施設等に入所中でないこと

■ 令和７年度からの変更点

・ 【高齢者の現物給付】
　　中野区外の方で、介護保険の保険者が中野区で要件を満たす住所地特例者の方も申請
    できます。

　　精神障害者保健福祉手帳１～２級で要件を満たす方も申請できます。

■ 区分・種別ごとの要件

現物給付 費用助成

高齢者

障害者

■ サービス廃止について

・ 受給者の状況が変わり要件非該当となった場合は、おむつサービス廃止となります。
・ 中野区では随時、受給者の要件を調査しています。調査の結果、おむつサービス廃止の
　お知らせが届くことがあります。
・ 長期間利用がない場合は、おむつサービス廃止となります。

・ 【障害者】

■ 現物給付　・・・　自宅等へ紙おむつを毎月配送するサービスです。

■ 費用助成　・・・　入院中に使用したおむつ代を助成するサービスです。

おむつサービスのご案内(令和8年度)

・ 常時失禁状態(※)であること

　　　　　　　　　　　・ 月を単位（※）として、月額６千円の限度で助成します。

・ 中野区内に住所があること（例外あり）

要介護１～５

世帯の全ての方が、前年（１～６月の申請時は前々年）の

合計所得金額が350万円未満

６５歳以上

３歳以上

身体障害者手帳１～２級、精神障害者保健福祉手帳１～２級

又は愛の手帳（知的障害）１～２度
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＜３．現物給付のご案内＞

■ おむつ配送時の注意事項

配送は次の注意事項があります｡

〇 配送は、毎月７～10日の間です。

日時指定や時間指定、事前・事後連絡はできません。

〇 受取り時、受領書に押印または署名をいただきます。

〇 不在時は原則、一戸建ての家の玄関前、集合住宅の部屋（号室）のドア前に置きます。

〇 受け取れなかった場合、再配送は行えません。

〇 施設へ配送する場合は、申請者から配送先の施設へ了承をとっていただきます。

　【中野区外へ配送する場合】

〇 配送料を現金着払いでご負担いただきます。

〇 配送料の着払いについて、申請者から配送先の施設へ了承をとっていただきます。

■ おむつを変更する場合、おむつが余った場合

おむつの種類・袋数を変更する場合や、おむつが余ったため配送を一時中止

する場合は締切日までに、

へ直接連絡してください。＜６．申請の締切日＞を参照ください。

■ 配送後のおむつについて

おむつは衛生用品のため、配送後に回収・交換することはできません。

１か月に必要な量を注文してください。

■ 状況が変わった場合の手続きについて

受給者の状況が変わった場合は手続きが必要です。

〇 転居・入退院・施設入退所等による、配送先変更や一時中止、費用助成への切り替えは、

受付窓口へ連絡・手続きをお願いします。

〇 変更の締切は、前月の25日（土日祝日の場合その直前の平日）です。

また、４・１２月は更に早くなります。

＜６．申請の締切日＞＜７．おむつサービスの受付窓口＞を参照ください。

株式会社　成玉舎
　せい　ぎょく　しゃ　

　０１２０－７３－５８５８（フリーダイヤル）

　　　　　　　　営業時間　９時～１７時（土曜・日曜・年末年始は休業）



おむつサービス
受給者

中野区

おむつサービスの申請

おむつサービスの決定

おむつサービス受給者へ

請求用の書類を送付

中野区へ

おむつ費用を請求

審査後、受給者口座に

助成金を振込

入金

＜４．費用助成のご案内＞

■請求用の書類
おむつサービスの受給決定後、決定通知と合わせて区役所から送付します。

（次年度用の書類は、３月下旬頃に送付します。)

〖請求用の書類〗

〖おむつ代の領収書〗

必要な記載事項

・おむつ代であること

・金額

・受給者氏名

・入院期間（※）

（※）おむつサービス開始
後の期間が対象です。

■請求書類の提出期間と振込予定日（振込予定日は早まることがあります）

■変更の手続き

以下の場合は助成対象外となりますので、必ず受付窓口へ連絡・手続きしてください。
〇退院した （現物給付への切り替え）
〇おむつが不要になった
〇介護保険施設（介護医療院・介護老人保健施設・特別養護老人ホーム）等に入所した

＜６．申請の締切日＞＜７．おむつサービスの受付窓口＞を参照ください。

■おむつ費用の請求方法と支払いまでの流れ

おむつ費用の請求は年４回に分けて受付します。未請求分は次回以降に請求できます。
請求回 請求書提出期間 請求の対象月 振込予定日

第１回
４月１日から４月３０日
(土日祝日を除く)

３月以前の未請求月分で、領収書等の準備が整ったもの
（４月に退院され清算終了した分を含む）

６月末日
末日が金融機関休業日の場合、直前の
金融機関営業日

第２回
７月１日から７月３１日
(土日祝日を除く)

６月以前の未請求月分で、領収書等の準備が整ったもの
（７月に退院され清算終了した分を含む）

９月末日
末日が金融機関休業日の場合、直前の
金融機関営業日

第３回
１０月１日から１０月３１日
(土日祝日を除く)

９月以前の未請求月分で、領収書等の準備が整ったもの
（１０月に退院され清算終了した分を含む）

１２月末日
末日が金融機関休業日の場合、直前の
金融機関営業日

第４回
１月４日から１月３１日
(土日祝日を除く)

１２月以前の未請求月分で、領収書等の準備が整ったもの
（１月に退院され清算終了した分を含む）

３月末日
末日が金融機関休業日の場合、直前の
金融機関営業日



＜５．申請時の持ち物＞

■ 共通の持ち物（コピー可）
高齢者 : 介護保険証（現物給付の申請時のみ）　
障害者 : 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳　のいずれか

■ 住所地特例者の方の申請時（コピー可）
・世帯の状況および世帯員の合計所得金額を確認できる書類。
　詳しくは区までお問い合わせください。

＜６．申請の締切日＞

★は締切の早い月です。

＜７．おむつサービスの受付窓口＞

■ 高齢者の方（６５歳以上）

住　　　所

① 南中野地域包括支援センター
弥生町５－１１－２６
（みなみらいず内）

電話
FAX

５３４０－７８８５
５３４０－７８８６

② 本町地域包括支援センター
本町５－１０－４
（倶楽部千代田會館内）

電話
FAX

５３８５－３７３３
５３８５－３７７６

③ 東中野地域包括支援センター 東中野１－５－１
電話
FAX

３３６６－３３１８
３３６６－３３９８

④ 中野地域包括支援センター 中央３－１９－１
（中部すこやか福祉センター内）

電話
FAX

３３６７－７８０２
３３６７－７８００

⑤ 中野北地域包括支援センター
松が丘１－３２－１０
（松が丘シニアプラザ内）

電話
FAX

５３８０－６００５
５３８０－５７６２

⑥ 江古田地域包括支援センター 江古田４－３１－１０
（北部すこやか福祉センター内）

電話
FAX

３３８７－５５５０
３３８７－５９５５

⑦ 鷺宮地域包括支援センター 若宮３－５８－１０
（鷺宮すこやか福祉センター内）

電話
FAX

３３１０－２５５３
３３１０－１１７２

⑧ 上鷺宮地域包括支援センター
上鷺宮３－１７－４
（かみさぎホーム内）

電話
FAX

３５７７－８１２３
３５７７－８１２４

■ 障害者の方

住　　　所

①
中野区役所　３階５番
障害者相談係

中野４－１１－１９
電話
FAX

３２２８－８９５６
３２２８－５６６２

②
南部すこやか
障害者相談支援事業所

弥生町５－１１－２６
（みなみらいず内）

電話
FAX

５３４０－７８８８
５３４０－７８８０

③
中部すこやか
障害者相談支援事業所

中央３－１９－１
電話
FAX

３３６７－７８１０
３３６７－７８１１

④
北部すこやか
障害者相談支援事業所

江古田４－３１－１０
電話
FAX

５９４２－５８００
５９４２－５８０２

⑤
鷺宮すこやか
障害者相談支援事業所

若宮３－５８－１０
電話
FAX

６２６５－５７７０
６２６５－５７７２

名　　　　　称 電話・FAX

※ 住所により担当の地域包括支援センターが異なり
　ますのでご注意ください。

名　　　　　称 電話・FAX
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